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修学支援制度修学支援制度修学支援制度修学支援制度
　市や県には、様々な

修学支援制度があります。
応募資格や受付期間などが
異なりますので、詳しくは

お問合せください。

制度名 内容 問合せ先

奨
学
金
事
業

青森市奨学金
保護者の住所が本市にあり、経済的理由により修学が困難な高校
生・大学生などに対して奨学金を貸与します。

教育委員会事務局学務課　☎017－718－1414
浪岡教育課　　　　　　　☎0172－62－3003

高等学校等
奨学金

保護者が青森県民であり、学業、人物が優れているにも関わら
ず、経済的理由により修学が困難な高校生などに対して奨学金を
貸与します。

青森県育英奨学会（青森県教育庁教職員課内）
　　　　　　　　　　　☎017ー734ー9879

大学奨学金

保護者が青森県民であり、令和４年４月に大学入学見込みのかた
で、学業、人物が優れているにも関わらず、経済的理由により修
学が困難な大学生に対して奨学金を貸与します。（募集期間12月上
旬～令和４年３月下旬）

大学入学時
奨学金

保護者が青森県民であり、学業、成績が優れているにも関わら
ず、経済的理由により修学が困難な高校生に対して大学入学に必
要な奨学金を貸与します。（返還免除制度あり）

修
学
資
金
等
貸
付
事
業

母子父子寡婦
福祉資金

母子家庭・父子家庭・寡婦の方々に、お子さんが修学するための
授業料、書籍代、通学費等及び就学するための被服等の購入に必
要な経費の貸付を行います。

子育て支援課　　　　　☎017ー734ー5334
浪岡振興部健康福祉課　☎0172ー62ー1113

教育支援資金
他の貸付制度等の利用が困難な低所得者世帯の方々に、お子さん
の入学または修学に必要な経費の貸付の相談を受け付け、条件の
合うかたに貸付を行います。

青森市社会福祉協議会　☎017ー723ー1340
青森市社会福祉協議会浪岡支部
　　　　　　　　　　　☎0172ー62ー9011

修
学
支
援
事
業

高等学校等
就学支援金

高等学校等に在学している生徒に対して、保護者等の所得要件等
により、授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給します。（返
済不要）

●国公立の場合
　青森県教育庁学校施設課
　　　　　　　　　　　☎017ー734ー9873

●私立の場合
　青森県総務部総務学事課
　　　　　　　　　　　☎017－734－9869

高校生等
奨学のための
給付金

授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件を満たす
高校生等がいる世帯の保護者等に対して、給付金を給付します。
（返済不要）

青森県私立高
等学校等就学
支援費補助金

私立高校等に在学する生徒が一定の所得区分世帯に該当する場
合、高等学校等就学支援金に補助金を上乗せするほか、入学金に
関する補助を行います。（返済不要）

青森県総務部総務学事課
　　　　　　　　　　　☎017－734－9869

■令和４年度　就学援助制度のご案内
　小・中学校の児童・生徒の学用品費、新入学学用品費、給食費、修学旅行費、医療費（むし歯などの学校病に

限る）などの一部の費用を援助します。

対市民税が非課税のかた／児童扶養手当を受けているかた／国民年金の保険料や国民健康保険税が減免されてい

るかた／世帯の総収入額が少なく経済的にお困りのかた　※このほか、事故・災害・長期入院・失職・新型コロ

ナウイルス感染症の影響による減収等の理由で経済的にお困りのかたなど

申在学する小・中学校へ（申請書は各小・中学校で配布）。※在学中のかたは受付中。新入学生は入学後４月に受付。

問各小・中学校、教育委員会事務局学務課（☎017ー718ー1414）、または浪岡教育課（☎0172ー62ー3003）

学びを支える学びを支える

その他の修学支援制度その他の修学支援制度

学務課　仲原

令
和
４
年
新
年
祝
賀
会

　

青
森
商
工
会
議
所
・
青
森
市
浪

岡
商
工
会
と
市
が
共
催
で
「
新
年

祝
賀
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
当
日
は
マ
ス
ク
着
用

の
上
、
平
服
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

時
令
和
４
年
１
月
４
日
（
火
）

　

午
後
５
時
30
分
～

所
ホ
テ
ル
青
森
３
階
「
孔
雀
の
間
」

料
３
千
円

人
600
人
程
度

　
（
事
前
申
込
制
、
申
込
順
）

申
12
月
１
日（
水
）か
ら
17
日（
金
）

ま
で
に
料
金
を
持
参
の
上
、
秘

書
課（
本
庁
舎
２
階
）、
浪
岡
振

興
部
総
務
課（
浪
岡
庁
舎
２
階
）、

青
森
商
工
会
議
所
６
階
受
付
、

青
森
市
浪
岡
商
工
会
１
階
受
付

の
い
ず
れ
か
へ（
月
～
金
曜
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時
受
付
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
飲
食
を
伴
わ

な
い
開
催
と
な
り
ま
す
が
、
お

土
産
を
ご
用
意
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
中
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
秘
書
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
０
８
４
）

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ
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報
ひ
ろ
ば
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掲載の内容は、11月８日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

問生活安心課（☎017－718－0242）、浪岡振興部市民課（☎0172－62－1140）

市営霊園・墓園の使用許可を受けていない満
70歳以上（令和４年２月９日時点）の青森市民
で、ご自身のためにお申込みするかた

令和４年１月６日（木）～21日（金）必着

申込資格

受付期間
申込方法

　生活安心課、浪岡振興部市民課、各支所などに
備付けの「合葬墓生前予約のご案内」を確認の上、申
込書と身分証明書の写しを郵送で、〒030－0801
新町一丁目３－７ 青森市役所生活安心課へ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送に
よる申込みにご協力ください。

※「合葬墓生前予約のご案内」等は市ホームページ
にも掲載しています。

★注意事項

申込みにあたっては、「合葬墓生前予約のご案内」を
よくご覧いただき、ご家族やご友人とよくご相談
し、お亡くなりになった後に埋葬等を行うかたに
考えを伝えた上で、手続をしてください。
また、一度納付された使用料はいかなる理由でも
還付できませんので、ご注意ください。

①納骨室及び合葬室（使用料：98,000円）…80人
使用許可を受けた日から20年、遺骨を骨箱等で納骨棚に
収蔵します。収蔵期間経過後は合同で埋蔵する合葬室へ
埋蔵します。

②合葬室（使用料：62,000円）…170人
遺骨を布製の納骨袋に納め、合葬室へ直接埋蔵します。

※生活保護を受けているかたや中国残留邦人等で生活保護
に準じる公的支援給付を受けているかたが申請する場合
は、②に限り、使用料の５割を減額できます。

※募集数を超えた場合は、抽選により決定します。抽選を行
わない場合は、２月４日（金）までに結果を通知します。

申込区分・料金・募集数

12
月
の
専
門
相
談

◆
予
約
が
不
要
な
相
談

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室（
駅
前
庁

舎
１
階
）☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
人
権
相
談　

時
６
日（
月
）・
７
日

（
火
）・
20
日（
月
）午
前
10
時
～
午

後
３
時

●
行
政
相
談　

時
２
日（
木
）・
９
日

（
木
）・
16
日（
木
）・
23
日（
木
）午
前

10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
６
日（
月
）・

14
日（
火
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
２
日（
木
）・
９

日（
木
）・
16
日（
木
）・
23
日（
木
）午

前
10
時
～
午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
28
日

（
火
）午
後
１
時
～
３
時

●
土
地
家
屋
調
査
士
相
談　

時
６
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
10
日（
金
）・

17
日（
金
）・
24
日（
金
）午
前
10
時

～
午
後
３
時

◆
予
約
が
必
要
な
相
談

●
法
律
相
談　

時
13
日（
月
）・
27
日

（
月
）
午
後
１
時
～
３
時　

人
各

５
人（
申
込
順
）　

申
生
活
安
心
課

　

☎
017
―
734
―
５
２
５
０
へ
電
話
予

約
。
13
日
分
は
１
日
か
ら
、
27
日

分
は
14
日
か
ら
受
付（
午
前
８
時

30
分
～
）
※
相
談
は
１
回
ま
で

各
種
相
談

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
２
日

（
木
）・
16
日（
木
）午
前
９
時
～
午

後
３
時

問
浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３
）

市
税
な
ど
の
平
日
夜
間
納
付
相
談

　

市
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る

相
談
を
受
付
。
電
話
相
談
も
で
き

ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

時
12
月
13
日（
月
）～
16
日（
木
）・
20
日

（
月
）～
23
日（
木
）午
後
８
時
ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１
）

時
12
月
23
日（
木
）・
24
日（
金
）・
27
日

（
月
）午
後
８
時
ま
で

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
普

及
事
業
と
し
て
、
青
森
県
消
防
設

備
保
守
協
会
よ
り
消
防
本
部
へ
寄

付
い
た
だ
き
ま
し
た
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
、
管
内
の
高
齢
者
世
帯

を
中
心
に
無
償
で
配
布
し
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
消
防
本

部
予
防
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

配
布
方
法
に
つ
い
て
は
、
受
付
時

に
お
伝
え
し
ま
す
。

✿
受
付
…
12
月
６
日
（
月
）～
28
日

（
火
）
月
～
金
曜
日　

午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時　

※
数
に
限

り
が
あ
る
た
め
、
な
く
な
り
次

第
終
了
し
ま
す
。

申
問
消
防
本
部
予
防
課
（
☎
017
―

775
―
０
８
５
３
）
へ

　

市
で
は
、
市
税
等
を
期
限
ま
で

に
納
め
て
い
な
い
か
た
に
対
し

て
、
督
促
状
・
催
告
書
の
送
付
や

電
話
な
ど
、
様
々
な
方
法
で
納
付

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
納
付
し
て
い
た
だ
け

な
い
場
合
に
は
、
財
産
を
調
査
し

市
税
等
の
納
付
を

　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す

高
齢
者
世
帯
等
へ
の
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
無
償
配

布
に
つ
い
て

た
上
で
「
差
押
え
」
を
行
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
税
等
を
滞
納
す
る
と
、

一
部
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
税
等
は
地
域
を
支
え
る
貴
重

な
財
源
で
す
。
納
期
内
に
忘
れ
ず

に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

月見野霊園合
が っ そ う ぼ

葬墓の生前予約を受付します
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